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市立病院建設基本計画（案）に対するパブリックコメントの実施結果 

 

１ 意見聴取期間 

  令和３年１２月２２日（水）から令和４年１月２６日（水）まで 

 

２ 閲覧方法 

 ⑴ 市ホームページ、市立病院ホームページ 

 ⑵ 窓口（行政情報コーナー、市内３５地区地域づくりセンター、松本市立病院、病院建設課） 

 

３ 意見聴取の結果 

 ⑴ 意見等の区分 

区分 内容 件数 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正したもの ２件 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれているもの ４件 

ウ 参考とする意見 案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの ２件 

エ その他の意見 その他の意見 １９件 

計  ２７件 

  

⑵ 提出方法 

提出方法 件数 人数 

直接提出 ９件 １人 

郵便 １件 １人 

Ｅメール １７件 ２人 

合 計 ２７件 ４人 

 

４ 基本計画（案）に関する意見 

No. 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 

３ 新病院の整備方針 
 
基本計画（案） 
Ｐ-２、３ 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-２、３ 

・ 松本医療圏唯一の公立病院と
して、政策医療をはじめ全人的
医療を提供することは当然で
す。また、西部地域の基幹病院と
して急性期から回復期、慢性期、
在宅医療までの総合的医療提
供、周産期、感染症指定医療機関
等々、市立病院の果たす役割は

極めて重要です。 
さらに、医療従事者に選ばれ

る医療機関、そして新たな医療
従事者の育成を図ることも謳わ
れています。そのために十全な
待遇が必要です。 

【その他の意見】 
・ 医療サービスの質の向
上につながる優秀な医療
従事者の確保・定着のた
め、教育研修、やりがいの
ある働きやすい勤務環境
づくりに努め、安心安全で
質の高い医療を提供し、病

院も発展することで、地域
の発展とまちづくりに寄
与していきます。 
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・ ＤＸ・デジタル化は避けて通
れないと思いますが、全人的医
療との兼ね合いはどう整合する

のか研究してください。 
 

・ 少子高齢化が進み、人々
の生活様式も変わり、疾病
構造も変化する中、医療現

場でも業務のデジタル化
が求められています。今後
訪れる深刻な働き手不足
に立ち向かうためにも、デ
ジタル化による業務の効
率化が必須であり、医師の
負担軽減にもなることか
ら、全人的医療の提供につ
ながると考えています。 

２ 

３ 新病院の整備方針 
 
基本計画（案） 

Ｐ-３ 
基本計画（案）概要版 
Ｐ-３ 

 持続可能な経営・経営改革 
・ 「全職員の経営意識を高め…」
とあるように全職員が病院経営

に関与する体制が必要である。
上位下達の関係でなくボトムア
ップの体制を築かなくてはなら
ず、決定過程までの組織を見直
さなくてはならない。全職員の
意識や意見の集約ができる組織
を作って頂きたい。労使の対立
関係ではなく、労使共に経営者
となるよう、院内の透明化と外
部への公開は重要であろう。 
 
・ 地方独立行政法人化の検討は
今後に継続されるとしても、こ

の法律の良い所は導入すべきで
はないか。 
１ 長中期的な経営計画の策定  

２ 年間の具体的事業計画策定  
３ 評価委員会の設置 
４ 期間後の事業評価とその公
開等は是非来年度から導入し
て頂きたい。 
 

【趣旨同一の意見】 
・ 新病院の建設に当って
も、全職員、医師と当院の

置かれた状況、経営意識を
高める必要性を共有し、ボ
トムアップの体制で行っ
てきました。今後も労使間
のみならず院内外におい
て透明性を確保・推進し、
労使が協力・協議して持続
可能な病院経営並びに経
営改革に取組んでいきま
す。 
 
・ ご意見の１～４につい
ては、既に行っています。 

 経営形態については、
「３ 新病院の整備方針」
（２）病院運営ビジョン

に、経営形態について以下
のように付記します。 
「松本広域圏の住民の

命と健康を守ります。病院
の経営形態については、地
方公営企業法全部適用を
継続します。ただし、独立
行政法人化についての調
査研究を行い、事業管理者
による改革実績を見極め

た上で、地方独立行政法人
化を検討します。」 
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３ 

３ 新病院の整備方針 
 
基本計画（案） 

Ｐ-２、３ 
基本計画（案）概要版 
Ｐ-２、３ 

現在病院の経営は「地方公営
企業法全部適用」で、多くの権限
が事業管理者に集中している。

医療従事者の多くは公務員であ
り、身分が保証され退職まで安
心して仕事に従事する事が可能
であるが、安定性にあぐらをか
き、各自の業務に創意工夫を示
さない人間が出て来るのも事実
である。建設的な改良は常に取
り入れて欲しい。 

【その他の意見】 
ご意見としてお受けし

ます。 

経営形態については、
「３ 新病院の整備方針」
（２）病院運営ビジョン
に、経営形態について、 
№３の市の考え方のとお
り付記します。 
 
 

 

４ 

４ 事業概要 
 
基本計画（案） 

Ｐ-４～５ 
 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-４ 

・ 第二種感染症指定医療機関と
して新型コロナウイルス感染症
と向きあい最大３７床まで対応

していますが、最近の報道では
４０床を超える病床を確保する
とのこと。今後未知の感染症が
発生して大幅な病床が必要にな
った時、１８０床で可能なのか
非常に心もとなく感じます。ま
た、９５％稼働率を目指してい
ますが、その場合の医療従事者
の負担は重くなります。１０対
１、１３体１で大丈夫なのか不
安です。 
 
・ 建築延べ床面積１５，０００

㎡を予定していますが、よりよ
い医療提供にあたりもっと面積
が必要と思います。再度検討を

お願いします。 
 

【その他の意見】 
・ 感染症病床の確保は病
床数１８０床のうち、感染

症病床６床、流行状況応じ
て３０床程度の増床によ
り対応します。看護師と看
護補助者をバランスよく
配置することで、１０対１
で対応が可能と考えてい
ます。看護師の数は減りま
すが、看護補助者を増やす
ため、看護の質が落ちると
いうことはありません。 
 
 
・ 質・アメニティの向上

等、必要な部分には投資を
行い、より効率化すること
によって、機能を高め、ス

リム化を図ります。 

５ 

５ 新病院の診療機能 
基本計画（案） 
Ｐ-６ 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-５ 

・ 全人的全人生医療を提供する
ビジョンを掲げています。その
ためか総合診療医を確保すると
しています。専門医とともに総
合診療医の確保は大切なことと
思います。そのためには十分な
待遇を用意しなければならない
と思います。人件費６５％との

兼ね合いはできるのでしょう
か。 
・ 診療科の取り組みには、理想
的な項目が並んでいますが、実
際にかかる取り組みが可能なの
か、若干心配です。基幹病院とし

【その他の意見】 
・ 総合診療医の確保とと
もに、各種専門医も専門性
を維持しながら、横のつな
がりを広げ、幅広い診療に
携わる体制とすることで
対応します。 

 

 
 
・ 地域の基幹病院として、
必要な診療科の整備と医
師をはじめとする医療従
事者を確保し、安心安全で
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ての機能が発揮できるようお願
いします。 

質の高い医療の提供に努
めます。 

６ 

５ 新病院の診療機能 
 
基本計画（案） 
Ｐ-６ 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-５ 

・ 総合診断は横断的な検診を試
みたもので、患者にとっては「異
常なし」との診断から解放され、
病気の真の原因にたどり着く事
が出来る。そのためには、医師に
広い医学的見識と経験が求めら
れるので、総合診療のできる医
師を育てる事の意味は大変大き
い。ただし、医師の経験だけに頼
っていては、患者の苦痛をいた
ずらに長引かせてしまう事もあ
る。過去の多くの症例を集約し
たＡＩの活用は是非とも必要で

ある。 
 
・ 早期発見が第一である事は言
うまでもない。 
 
・ 遺伝子診断は重要なものであ
るが日本は遅れている。癌が進
行した患者にも、どの遺伝子部
位が癌化の原因かを調べること
は重要である。 
 
・ 遺伝子操作をした線虫は、す

い臓癌患者の尿を９０％の精度
で判別出来る。 
 

・ 光免疫療法は癌細胞に特有な
抗体を結合させ、光を照射して
癌細胞を破裂させる療法で、現
在関西医科大学で実施中であ
る。 
 

【参考とする意見】 
参考意見としてお受け

します。ＡＩの活用、遺伝
子診断、遺伝子操作をした
線虫による膵がん診断、光
免疫療法など市立病院で
も採用できるところは採
用し、医療の質の向上に努
めます。 

７ 

５ 新病院の診療機能 
 
基本計画（案） 
Ｐ-６ 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-５ 

高齢化に伴って、老人の救急
搬入は増加する。脳梗塞、心筋梗
塞、動脈解離などへの対応は喫
緊の課題である。脳梗塞に対し

てはＰ-１１に専門医を確保す
ると明記されているが、心臓や
血管系に関してはＰ-６に「近隣
の施設と連携」とあるだけであ
る。なぜ、専門医を確保できない
のであろうか。 

【その他の意見】 
脳血管疾患に対しては

脳神経外科又は脳神経内
科専門を確保する方針で

す。高血圧・循環器疾患に
ついても循環器内科専門
医による診療を行います。
ただし、市立病院で対応可
能な範囲は担うこととし、
専門性の高い分野に関し
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 ては圏域内の対応可能な
施設と連携します。 

８ 

５ 新病院の診療機能 
 
基本計画（案） 
Ｐ-６～１４ 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-５ 

個人開業医と病院の違いは手
術・入院ができ、より高度な治療
が期待できる点です。病院に行
って、「この病院ではその手術は
できません、他を紹介します」と
言われる事ほどショックな事は
ありません。患者に信頼される
病院とは、当院でできることと
できないことを明確にあらかじ
め市民に伝えておく事ではない
でしょうか。 
 

【その他の意見】 
当院では消化器がん、乳

がん、婦人科がん、前立せ
んがんなどに対し、標準的
な手術治療を行っていま
す。患者の診察を行った上
で、症状や治療方法を判断
しますので、当院で行える
治療や手術をあらかじめ
明示することは、難しいと
考えます。しかし、高度の
専門的治療を必要とする
場合には、市内の大規模病

院に紹介させていただき
ます。 

９ 

５ 新病院の診療機能 

 
基本計画（案） 
Ｐ-７ 
 

ドローンで薬など運搬する実

証実験など是非進めていただき
たい。 
 

【その他の意見】 

ご意見としてお受けし
ます。市立病院の医療圏は
中山間地も含まれており、
ドローンなど最新技術を
駆使した運搬法について
は、将来、研究したいと考
えます。 

 

１０ 

５ 新病院の診療機能 

 
基本計画（案） 
Ｐ-９ 
 

内視鏡検査の充実は大変結構

な事である。しかし、初期癌や、
影になった部分の見落としがあ
るため、ＡＩの導入は絶対に必
要である。 
 

【その他の意見】 

ご意見としてお受けし
ます。当院では、内視鏡検
査を年間 6,000～7,000 件
行っており（Ｐ-64）、高い
診療技術を備えています。
将来、ＡＩの導入について
も研究したいと考えます。 

 

１１ 

５ 新病院の診療機能 
 
基本計画（案） 
Ｐ-１０ 
 

発達障がい児が急増してい
る。市立病院が積極的に取り込
む事に期待している。遺伝的な
問題か、個体発生過程での異変
か原因をいち早く掴んでいただ

きたい。 
 

【その他の意見】 
 ご意見としてお受けし
ます。当院でも発達障がい
児の診療に取り組んでい
ます。ご指摘のように発達

障がい児は急増しており、
充実を図る方針です（Ｐ-
9、10）。 
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１２ 

５ 新病院の診療機能 
 
基本計画（案） 

Ｐ-１２ 
 

脊椎専門医がいることは心強
い。椎間板ヘルニアに悩む患者
は多く、最近は人工椎間板置換

手術も行われている。是非導入
して欲しい。老人に多く見られ
るのは膝関節、股関節の障害で、
これらの置換手術を望む声は大
きく、専門医の確保を急ぐべき
ではないか。 

 

【その他の意見】 
 ご意見としてお受けし
ます。当院でも整形外科専

門医による診療を行って
います。専門分化が進んで
いる領域であり、人工関節
置換術に関しては圏域内
で得意とする施設と連携
します。 

１３ 

５ 新病院の診療機能 
 
基本計画（案） 
記載なし 
 

電磁波障害を訴える人がいる
が、それに対応出来る病院が県
内にはない。周波数や電界強度
と症状との関連性が科学的に証
明されておらず、治療法が見つ

かっていない。是非取り組んで
いただきたい。 

 

【その他の意見】 
 ご意見としてお受けし
ます。電磁波障害について
は、その分野に精通した医
師を紹介するなど、連携を

図って診療に当たります。 

1４ 

６ 部門別基本計画 
 
基本計画（案） 
Ｐ-１５、１６ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本計画（案） 

Ｐ-２５ 
 
 

・ 外来診療科で、週に１回、週
に２回などの科目があります
が、病気は定期的に発症しませ
ん。基幹病院として、週１とか 
週２ではなく、常時診察が受け
られる体制を確立してくださ
い。 
 
・ 診療科受付に複数の診療科を
まとめた「ブロック受付」との記

載があります。高齢受診者にも
わかりやすい方式を検討してく
ださい。フリーアドレス制で医

師や患者に混乱は生じないのか
お聞きします。 
 
 
 
 
 
 
 
・ 病床区分で、一般急性期病棟

Ⅰ 一般病床 ＨＣＵ機能・感
染症病床を含む。とあります。感
染症が拡大した時には、５２床
全部が感染症病床になるのでは
と考えます。一般入院患者対応
はどうなりますか。 

【その他の意見】 
・ 診療日における受診患
者数など、利用者のニーズ
に適した診療体制の確保
に努めます。 

 
 

 
・ ブロック受付を採用す
ることで、診察前の到着確

認や予約外患者等の医師
の振り分け、問診、問い合
わせの対応が効率化され、

患者にとっても待ち時間
が減少するなどの受診し
やすい体制となることを
想定しています。フリーア
ドレス制については、案内
なども充実させることで、
患者に混乱が生じないよ
うに努めます。 
 
・ 感染症の流行状況に応

じて、感染症病床６床に 
３０床程度の増床に対応
可能な病床整備を行いま
す。現在の新型コロナウイ
ルス感染症の対応と同様
に、地域の医療機関との連
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 携により全床を感染患者
対応とすることは想定し
ていません。 

 

１５ 

６ 部門別基本計画 
 
基本計画（案） 
Ｐ-１５、１７ 
 

形成外科、皮膚科、眼科、歯科、
耳鼻科はＰ１７の表のみに記載
があるだけだ。 
Ｐ６～の診療機能の概要に含

まれていないのはなぜか？診察
可能な機器や病状などを明記
し、予約の段階で、対応できない
症状であれば他の病院へ行くこ
とを勧めるべきである。 
 

【その他の意見】 
形成外科、皮膚科、眼科、

歯科、耳鼻科については、
当院には常勤医はいない
ため、大学病院などからパ
ートで診療に来ていただ
いています。精密検査や入
院治療が必要な場合には
大学病院などに紹介して
診療に当たっています。 
これらの領域の疾患は

増加すると予測されてお
り（Ｐ-２）、松本西部の基
幹病院として継続する方
針です。 

 

１６ 

６ 部門別基本計画 
 
基本計画（案） 
Ｐ-１８ 

 
５ 新病院の診療機能 
 
基本計画（案）概要版 

Ｐ-５ 

フレイル予防センターは、高
齢化社会突入という時代に大変
重要な意味を持つものと考える
が、具体策の記載がないので、私
案をご参考にして下さい。 
１、朝８時から夜２１時、いつで
も何回でも参加できる体制が必
要。 

２、プログラム 
・ 筋トレ、ダンス、ランニング、
歩行などを主体にし、器具の充

実が必要。また、ストレッチやヨ
ガなどに必要な場所の確保も重
要 
・ 月に一度のハイキング、スノ
ーシュー、自転車、スキー、登山
など野外運動 
・ 声帯周辺の筋力低下防止に朗
読、歌唱、カラオケなど発声の訓
練 
・ 脳の機能低下防止に囲碁、将

棋、絵画、陶芸など創作活動 
・ 水泳を利用した心肺機能強化 
・ 食事指導、歯の健康指導など
の講義 
・ 脳の老化防止、認知症防止に
は超音波パルス信号によるアミ

【参考とする意見】 
フレイル予防センター

の内容については現在検
討中ですので、ご意見は参
考にさせていただきます。 
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ロイドβ除去治療を加える。 
３、場所は旧市立病院、波田公民
館、健康福祉センター、扇子田運

動公園プール、野外等を使う。 
４、講師が必要な場合はボラン
ティア支援の方を選び、人件費
を多くかけないこと。 
 

１７ 

６ 部門別基本計画 
 
基本計画（案） 
Ｐ-７８ 
 

 

一泊ドックには、外部の宿泊
施設と提携して受け入れをする
旨が記載されていますが、近隣
に宿泊施設があるのでしょう
か。一泊の病床確保が必要と考
えます。 

【その他の意見】 
人間ドック時の宿泊に

ついては、外部の宿泊施設
と提携することを考えて
います。 

１８ 

６ 部門別基本計画 

 
基本計画（案） 
Ｐ-８９～９３ 
 

・ 感染症指定医療機関として、

対象者すべてに対応する旨記載
されています。また、透析患者に
も対応すると記されています。
新病院建設計画の中でかかる感
染症対策が可能なのかどうか、
総合的な感染対策についての記
載とは思いますが、十分な対策
をお願いします。 
 
・ 感染された患者対応に対して
は、１０対１の看護師配置では
不可能と考えます。実態として
可能なのかお知らせください。 

【その他の意見】 

感染診療に対応する諸
室は陰圧を整備し、患者や
職員の動線確保や個室を
基本とした設計により、感
染症に強い病院構造とし
ます（Ｐ-１２１）。 
看護師配置については、

№５の市の考え方をご参
照ください。 

 

１９ 

６ 部門別基本計画 
 
基本計画（案） 
Ｐ-１００ 
 

下段の「※印病棟の看護単位
内訳」で、感染病床６床 看護体
制１０対１となっています。不
可能ではありませんか。 
 

【その他の意見】 
看護師配置については、

№５の市の考え方をご参
照ください。 

２０ 

７ 医療機器整備計画 
 
基本計画（案） 
Ｐ-１１１ 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-７ 

現在使用している医療機器は
可能な限り新病院に移設し、継
続使用することを原則にする旨
記載されています。費用の圧縮
は理解できますが、新病院の開
設はおおむね４年後と思われま
す。医療機器の進歩は日進月歩。
また、新病院が出発時からきち

んとスタートするためにも、医
療機器は新規購入を原則とし
て、十分に継続利用できるもの
に限り継続利用すべきと考えま
す。 
 

【趣旨同一の意見】 
現在使用している医療

機器の実態を把握し、計画
的に整備を行い、新病院開
院時に安全に診療に使用
できると判断した機器を
対象に移設し継続利用し
ます。その上で、新病院で

新たに必要な機器は購入
します。 
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２１ 

８ 病院情報システム
整備・ＤＸ推進計画 

 

基本計画（案） 
Ｐ-１１３～１１８ 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-７ 

デジタル化は時代の趨勢です
が、全人的医療を目指す市立病
院としては、すべての住民が利

用可能なシステムを考えるべき
と思います。デジタルとアナロ
グ両面の対策が求められるの
で、十分な検討をお願いします。 
 

【趣旨同一の意見】 
市民の利用に配慮した

システムの整備、院内で保

管される情報についての
セキュリティー対策を十
分に講じるとともに、緊急
時に紙のカルテでも対応
できるような対策を取り
ます。 
 

２２ 

８ 病院情報システム
整備・ＤＸ推進計画 

 
基本計画（案） 
Ｐ-１１３～１１８ 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-７ 

日本のデジタル化は大変遅れ
ている。コンピューターの導入
が遅れたのではなく、利用に関
する関心の無さが、職員を無駄
な仕事に追い込んで来たのであ

る。是非、病院もＤＸを進めてい
ただきたい。ただし、以下の点に
ご注意願いたい。 
１、個人情報の漏洩が問題とな
っている。閉じた系での作業で
あるという思い込みが、外部系
と繋がったＰＣを介して一瞬の
内に盗み出されるのである。 
２、市は個人の健康情報を一元
化するＰＨＲを検討している
が、あくまでも被検者個人の承
諾が必要である。個人情報の悪
用や流用を心配するなら加える

必要はない。 
３、個人情報が集約される場面
があるが、個人情報に関しては

国、県、市の法律や条例の下にな
すべきで、行政が勝手な処理を
してはならない。まず条例の整
備が必要 
４、将来、遠隔操作による手術が
一般化する。デジタル化の未来
を考え、配線などの準備は設計
段階で必要である。 
５、デジタル化に伴って、医師の
顔がディスプレイに向けられ、

患者を見る事がほとんど無い状
況が進んでいる。音声による診
断の文字化、手書き文字の活字
化や手書き図の取り込みも可能
なソフトを導入していただきた
い。患者をしっかり見て話す診

【その他の意見】 
 ご意見としてお受けし
ます。 
 デジタル化により業務の
改善を図るとともに患者

満足度を向上させ、患者か
ら選ばれる病院づくりを
します。個人情報の管理は
厳格に行います。また、Ｉ
ＣＴを用いて医療情報を
解析し、社会情勢の変化に
対応した診療体制や病院
運営の改革を継続的に行
っていきます。 



10 

 

断の基本に戻っていただきた
い。 
６、デジタル化が進み、使用周波

数もギガ帯の上部へと移行して
来る。電磁波障害やコンピュー
ターに長時間さらされる医師の
健康に関しては十分に気を付け
なくてはならない。 
 

２３ 

９ 施設整備計画 
 
基本計画（案） 
Ｐ-１１９～１２２ 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-８、９ 

・ 新病院の整備方針（１）に
書かれている基本的精神から、
建設予定地の波田中央運動広場
はその主旨に合致した場所では
ありません。「狭い敷地」「狭い
道路」「狭い駐車場や空間」を

選んだことは、患者の目線に立
ったものでは無く、将来性や発
展性の芽を欠いたものと言わざ
るを得ません。 
 
・ 運動広場は青少年育成の場
であり、その場を奪ってはなら
ない。運動広場の代替場所が学
校に近くに確保できない場合
は、建設場所を変更すると考え
てよろしいか。 
 
・ 病院の環境として、豊かな

緑や美しい草花、野鳥の訪れ、
静かで雄大な景観を備える事が
望ましい。特別警戒区域の解除

は必要だが、斜面の木を全て伐
採した人工的環境は病人には不
向きである。自然を保護する気
持ちの無い人間に人の生命を語
る資格はない。環境保全と安全
性の両立を図る事が肝要ではな
いか。 
 
・ 上部を流れる波田堰の自然
災害による溢水は避けなくては

ならない。堰の南側民家に対
し、どのような対策を取るのか
明記していただきたい。 
 
・ 立体駐車場の老朽化が進ん
でいる。建設から何年経過し、

【その他の意見】 
・ 建設用地については、骨
子の段階で議会にも承認
をされ決定していますの
で、今後、変更することは
ありません。 

 
 
 

 
 
・ 地元地区町会や利用団
体の方々へ説明会を行っ
ており、代替地については
検討中です。 
 

 
 
・ 入院患者等の療養環境

に配慮します。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
・ 堰の管理は管理事務所
において対応します。建設

基本計画の趣旨とは別で
あるため、記載しません。 
  
 
・ 新病院の建設に合わせ
て修繕対応します。令和３
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今後何年ほど機能を保てるか、
専門家の意見を付記し、その上
で、何年後に建て直すのか明確

にお答えいただきたい。 
 
・ 駐車場の遮断機を外すよう
要望をしたが、その意味をご理
解できていないようである。駅
前や商業施設の駐車場は以前よ
り解放され無料で使用できる。
来院の方で、有料となる車や、
病院駐車場に入る煩わしさを感
じる方が、駅前などに駐車して
は困る。病院はそれを避ける方
策をお持ちでしょうか。駅前を

抜本的に改造し、駐車場を広げ
る事も可能だが、その場合、駐
車場をすべて一体化し共用にす

れば、高額な遮断機設備など必
要がないと考えるがいかがでし
ょうか。 
 

年度末時点で、立体駐車場
建設から２３年経過しま
す。建て替え時期について

は未定です。 
 
・ 駐車場料金は、市立病院
への通院等を目的とする
来院者、市立病院関係者が
利用する駐車場として、適
正な利用を図るため、引き
続き有料でご利用いただ
く予定です。 
  
 
 

 
 
 

 
 

２４ 

９ 施設整備計画 
 
基本計画（案） 
Ｐ-１１９～ 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-８ 

起こるはずが無い事に対して
万全の対策を取ることはが危機
管理である。院内火災などを想
定し、患者をどう退避させるか
基本的計画をお聞きしたい。 
 

【反映する意見】 
危機管理は重要なこと

です。現病院でも災害時対
応マニュアルを策定して
いますので、新病院でも同
様に策定します。その旨は

基本計画に加えます。但
し、新病院の建物に対応す
る避難経路等の見直しを

行いますので、その詳細内
容について基本計画の時
点では記載しません。 
 

２５ 

９ 施設整備計画 
 
基本計画（案） 
Ｐ-１１９ 

基本計画（案）概要版 
Ｐ-８ 

波田駅を中心とした街づくり
に着手する旨の報道があった
が、病院としても積極的に病院
周辺の改造計画アイデアを上程
すべきではないか。 
  

【趣旨同一の意見】 
病院建設に併せ、周辺道

路の整備やまちづくりを
進め、誰もが安心して歩け
る環境の整備に向けて、関
係部局と協力してまいり

ます。 
 

２６ 

９ 施設整備計画 
 
基本計画（案） 
Ｐ-１１９ 

・ 子供たちに諮ることなく、
中央運動広場という活動の場を
奪わないでほしい。波田中の近
くに代替地はない。 

【その他の意見】 
・ 建設用地については、骨
子の段階で議会にも承認
をされ決定していますの
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基本計画（案）概要版 
Ｐ-８ 

 
 
・ 病院関係の車の混雑で子供

の命を奪わないでほしい。９０
億近い公費に見合う、夢や希望
の持てる自然豊かな「波田福祉
ゾーン」にしてほしい。 
  

で、今後、変更することは
ありません。 
・ 病院建設に併せ、周辺道

路の整備やまちづくりを
進め、通学中の子供だけで
なく、誰もが安心して歩け
る環境を検討します。 

２７ 

９ 施設整備計画 
 
基本計画（案） 
Ｐ-３ 
Ｐ-１２０、１２１ 

基本計画（案）概要版 
 Ｐ-２ 

・ 令和３年に策定された松本市
総合計画の重点戦略２つのうち
一つは「ゼロカーボン」です。こ
の重点戦略に対して市立病院建
設基本計画（案）における記述は
「省エネルギー対応機器の導
入」項に一行記述があるだけで

強い取り組み姿勢がうかがえま
せん。病院は２４時間３６５日
エネルギーを必要とする代表的
施設であり、再生可能エネルギ
ーをいかに効率よく活用するか
が、ゼロカーボン戦略だけでな
く病院経営にも寄与するものと
思います。太陽光発電だけでな
く、地中熱の活用など再生可能
エネルギーの積極的な活用につ
いて記述すべきではないでしょ
うか。 
 

・ また、再生可能エネルギー活
用には国、県の補助制度もある
ことから、これらの制度の積極

的な活用が時代の要請に応える
ことになると思います。 
 

【反映する意見】 
・ 再生可能エネルギーの
導入やＺＥＢ化の推進に
ついての記述はあります
が、具体的な取り組みにつ
いての記述がありません
でした。 

太陽光発電の他、地中熱
など再生可能エネルギー
の活用について、新病院の
規模や費用対効果などか
ら、導入の可能性について
研究、検討を進めることを
記載します。 

 
 
 
 
 
 

・ 導入が決定した際には、
国や県の補助制度などの
活用についても検討を行

います。 


